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子どもの行動変容
一
アメリカにおけるオペラント学説の発展一

hずま

東

国立特殊教育総合研究所

「ニだし

正

精神薄弱教育研究部第1研究室長

　1．前章

　1976Sf　8月22日から27日まで．アメリカ合衆国の首

都ワシントンDCにあるアメリカン・ユニバシティを

会場に，第4回世界精神薄弱研究者会議（IASSMD）

が開催された．筆者も．招待研究発表と、行動療法部

門の分科会の座長として出席したが，終了後，ニュー

ヨーク，デンバー．そしてアリゾナ州のツーサンその

他各地を訪ね，筆者の専攻領域に関係した施設や学校

などを見学した．とくに砂漠の町ツーサンには，アリ

ゾナ大学があり，火学の客員教授とLて心理学部およ

び教育学部で特別講議を行うかたわら，多くの研究者

たちと語合う機会をもった．

　筆者は1969年から70年にかけて，イリノイ大学の児

童行動研究所で、文部省の長期在外研究貝として、行

動変容理論（behavior　modification）、主としてオペラ

ント学説（operant　theory）の研究に従事したが，指

導をこの分野の権威者であるビジュー（S．W．　Bijou）

博士に受けた．またそのころ，イiJノイ大学には．わ

が国の特殊教育の発展に大きな影響を及ぼされたカー

ク（S．Kirk｝博士が健在であった．当時、イリノイ大

学は，世界の特殊教育研究の中心であったといっても

過言ではない．

　時は矢の如くに流れ去ったが，6年後の現在．ピジ

ュー博士もカーク博士も，アtJゾナ大学教授として活

躍されているのであった．筆者はアリゾナ大学はは

じめての訪問であったが、両先生ともイリノイ大学定

年後の楽隠居みたいにしておられるであろうし、また

大学もこじんまりしたものだろうと想像していた．と

ころが行ってみて驚いたことには，大学キャンパスの

美しさや広大さもさることながら，両先生のもとに優

秀なスタッフが結集し，正に新しい特殊教育研究の中

心が，アリゾナ大学に移ったという印象を強く受けた

のであった．

　さて，今回の渡米を通じての様々な経験のなかで，

筆者の最大の関心はもちろんオベラント学説の現状に

あった．とくにそれが障害児教育の現場でどのように

用いられているか．あるいは比較的新しいとされるこ

の学説が，どのくらい現場に普及しているか。その事

実を自分の目や耳で直接確かめることであった．そし

て筆者の経験から得た結論は，今日すでにこの学説が

完全に教育現場に浸透し，定着してしまっているとい

う印象であった．ちなみにわが国では，昭和51年9月

に千・葉大学で開かれた日本特殊教育学会第14回大会が

「オペラント法をめく’って」というシンポジウムを行っ
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たか・会場に人場不能）T／人ち∫てこはと’盛会であった．

行：．た1÷丁ヘラン．ト学説に対．する関心か高まってきノこ

もノ’と1．：＾㌧ご三ノLる力三．．　．鍋こ誌じi．｛三［．戸メ　リ　カ：こ上ヒ’．＼jL；三．　；ま
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　2．オペラント学説とは

　1　行亜ll㌘）うナト斤

　　’tヘラント．．．．ぞ〕妙：こ歯切れ．ゾ浪い言葉を、1こL

イ）て」二fに三れる読者もあるカttもLれない．　ll1ど語f／，辞書

をひいても．見当∴ない≒「葉てあるL、二の学説の創

始者て．あるスキ→’一博｜ニフ〕造語といAっれる．ましてわ

か国にお．・・てはi：i’妙な外来：吉といえる．　もちろんオヘ

ラントはで．たらダ）に造られた乏☆テでなく、語源ともい

‘1’．．ミ1＝1．lll体が・言㍉る．それは英；語の〔ペレ．でト‘：operate：

働きかける・カ・”，きたとCれるか，　スキ＋一「専1二：う・い

：’tヘラント行動か．意114的行動あるいは｛．．1的n：」行勇ち

來｝」
v
∋
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ト・（　虻’t　 K一二ご∫ ＿，li／　L己　
も
　 ii，k一せ一 ’

こ
　

　／．｝，　．．＿　．1　一

スキーL一ゾ）オヘラント’．／一一：、逆か．尺1▲1｝に」7バζる道をBL］

］也i、」、’＼ブ．）通量各．Ltなるか、

する．記事1．’「）なか：こは，ヒ．

）〈」．　違行「嘩」駕7：，㌦i底な．」〈’1；f二牢

Lぢ．案の養育箱ク〕．な・かて・育てられている．h

写真などが紹介Lてあっノ．一．

はスキ十一’｝デ：ll’gに従え（ぎ、

こむ’ことかできる．　まし

も・tと大きなτ汀口旨桝1カごiもる

使われたわけで．ある．

　クイム誌が取トげたということは．アメリカにあ一．－t

ては，そtLた「：ナスキ＋一～乞、i見う；．．’8：ミfヒしたという拝£アミ

かできる．心理学．の本を読まれた与は、行動／一主三義／．Be－

haviorism：iヒい一）言葉を’迂えておられるたつ，う，オベ

ラント学説は．行動主義ク）流れに属するが，行動主．義

　プ）．ような∫買戊竜・．＼ジ）暫『「きカ・：十

　を意畔三．㌃るところから，こ

　ク）名称力「付けられア：ものと

　．思われる．

　　さて，で．1こ　・1．本す！＼ラン

　ト”｝t：，12とはと．．のよ一）をピ∫㍉説

　で二ある1．・つか．

　　．ノドカ㌦㌧辛「」5弓こ：至どliii． wア

　xLlカXj．Jl一と釈笥匡i、誌．㌘クイユ㌔二

　は、．．われわt「．に自「1］はな

　い．とi．．に・意昧ク）．．i題を接

　げ，スキ『←一．一「：デ：ロジ・キ．．1’二集を

　Lたことかある．　もちろん

　かれの学説ク凋｛イト．と｜li］時に，

　＿，　そL．て陥｝’｝ダ、＜＜1｝カ‘、

　　　　　　　　　　　　くカ・、

という疑1頃符て「あったとえ己．：意

ンポン．をする2［哩ノ〕ほと〔．鳩：

　　、ヒな．．．た娘デ六ラが，博

　　　　　　　　ミん坊の時の

“一　」．・うまで．もなく．．これら

　はとて’．すらヒ．ンボンを教え

てや人間にあっては、もっと

　はすだというあかL．ヒして
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にもいくつかの流れがあって，そのなかでも最も科学

性，客観性を重視し，革新的行動主義と呼ばれている．

あるいはスキナー博士が客観的な行動記述の重要性を

主張するところから、記述的行動主義と呼ばれること

もある．

　どのような呼ばれ方をしようと，大事なことはその

中味であるが，要するに行動科学としての心理学は，

人間（生体）の行動をひき起す刺激と，その行動との

間の関数関係を明らかにする（つまり行動の法則を発

見する）ことにある．そしてこれらの法則や原理が明

らかになったならば、それを人間管理や教育に応用し

ていこうということである．

　ここまでは普通の心理学と共通しているが，決定的

な相違点は、研究の対象として取扱う変数〔刺激変数

や行動変数）は目に見えるものに限る，つまり観察可

能、測定可能という前提をおくことである．だからこ

れまでの心理学が取扱ってきた“知能“とか、“人格

特性W，あるいは“無意識”概念や’要求Hというよう

な説明概念の導入を拒否する．むずかしくいえば仲介

変数を用いないということになる．この点が，反対派

の人にとっては我慢のならないところであろうが．ス

キナーは，何もそのような諸概念を導入しなくとも，

人間（生体）の行動は説明できるという立場である．

　さて．このような方法論から出発して，スキナーは

生体の行動の分析を試みるが．かれは基本的行動単位

として2種の行動を分類する．つまり，Uスポンデン

ト〈respondent）とオペラント〔eperant）である．

　リスポンテント行動というのは，「急に明るくなっ

て（刺激），目を閉じる（行動）」とか，「ケーキを見て

（刺激），唾液が出る（行動）」というような．刺激が

4

行動（反応）に先行して生じる行動である．様々な反

射活動をはじめ，心理学的には情動行動と呼ばれるの

が，この範ちゅうにはいる．

　もうひとつの行動，つまリオペラント行動の考え方

は，スキナー学説の特徴であるが，これは，「お使い

に行って（行動），ほめられた（刺激：結果）」とか，

「友だちをたたいて〔行動），しかられた（刺激：結果）」

，の例が示すように，刺激と行動の時間関係が，リスポ

ンデント行動の場合と逆になっている．要するに，あ

る行動のもたらす結果（刺激）によって，先行するそ

の行動が制御されるということである．良いことをし

てほめられるとか，悪いことをしてしかられるなどは，

その典型であるが，一般には目的的行動とか意図的行

動と呼ばれるものである．リスポンデント行動に比べ

て，より高次の行動といえる．

　双方の行動が刺激の操作によって変ることを条件づ

けといい．tJスボンデント条件づけとかオベラント条

件づけとか呼んでいるが，対象者の側からいえば、条件

づけの代りに学習という言葉を使って、それぞれリス

ポンデント学習，オペラント学習と呼ぷことができる．

　問題は、動物や人間の行動ではどちらの行動に属す

る場合が多いかということであるが、いうまでもなく

わたしたちの行動の大半はオペラント行動といえる．

したがって教育の分野でも，オペラント学習の方が大

変重要な役割を果すということになる．

　2）オペラントの原理：子どもに応（こた）える教育

　心理学理論としてのオベラント学説の概要は以上の

通りであるが，結局，生体（人間）の行動は．その行

動の結果によって支配される．制御される，という考
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　正L」・答でおバL三をもt’．t　’t／．　．1「リノで大学児苗行動e｛F究〔川

　だが」’・どもに㌧じえる以1ゴま、そ刀ことがW．1チに」虚L

なく’：はならない．幼い．∫・どもぺ・．精．神発達ノ）．iヱれの

璽い相TLに感謝状を渡Lても．　称賢ノ）応え万二」虚‘二な

い，言．菜て．．ほめたり，頭をな’で．たり，場合によ．．．．て二

お．菓ゴーや飲物を用いることもある．この点かわか巨1で

はもちろんのこと、アメリカで．もはLめのころひんL

vくを買ったリ．何か動物の餌づ．ltを連想させて．丁

ヘランi・学説か誤解され、その適哨が攻撃さ～したのて．．

あるが，要はf’どもの行動変容をよリ効果的にするた

めの千続きという二！で．ある，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛…，‘A：．．．i．．ぷ三／li　”，．

　’　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　し　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　」．竺もにr心えるとい’1こと二．そク）二’かにいろいろ

な意味か．k『まれている．．相子の個性や発達を屯んしる

と」．▽〕こともそうで’あるし．n’1　／・にふきわ‘＿い教育課

題、教育フ．ロ．ク．．ラムを組むとい『｝こともまたLかりて．．

ある．すヘラン．トク順理を．i馴］‘するこきには．二の．よ

’）な．版がすべて配慮ざれ、只｛．L化されている，

　3　オヘラント原理の応用とその発展

　一．’Eト．ラ．イにみえるオヘラント学説の技法弼重iみほ、

それか手7学的事実に．よって裏付；テられている．屯て．．ある．

；二とやねすみを旧いた膨大な数の動物実験か融返され．

はLめに紹介Lたような重り物：J：）学習行’9fJを艮｝！、論．通りに

制御できる事実も提tt．｛された．　当然このような「厄理を．

ノ＼川1をn・・」．象に　Lブこ8功きカ・1十．　了こ　ヒえ：ま1、　．f’・どもの教〒穿

や，　異常行動7）治療に用いようとする“ltJきが生r；るは

すである．動物やノ＼問も．生体としては共通の存在で

あるし，学二習行動ク）基本法1｛｜1も一致が予想される．た

だ異なる点は、　人川1には人閲1こ．1．さわLいべ）リ．万て．．，

原理の適用が具体化されるだけのことで．ある，ここで

は，障害児「者　教育に焦点を絞づて、アメリカにお

1．テる発展の跡をたどって．みよう．

　1．1：1　ファラー博七の実験

　すベラン．］－7．順埋をはじめて障害者に適用したWlテ究

は．1949．年、ア／リカ・．インディアナ大学：のファラー

博」．：．ク）「植物的人イ本へのオヘラン．ト条件づけ．．という

論文のよ『）で1ある．今から約25．6．年前のことである．

これは18歳になった寝たきリ．の屯度精神遅滞の少．年を

対「象に行われた実験の．報告である．少年は、あらゆる

学習か不可能て’あると診Wされて」．．’tこのであるが、べ

・ドに寝たきりで．あっても．左右ノ）手をぶらふ：）と動

5



かすことができた、もちろん動かしかたはでたらめで

あった．ファラー博士はこの点に注目し，かれを空腹

の状態にしておいて、たまたま少年の右手が挙がった

ときに，砂糖入リミルクを注射器で少年の口に流しこ

んだ．このことを繰返したわけである．先述のオペラ

ント行動の考え方からすれば，右手を挙げる（行動）

と．砂糖入りミルクがもらえる（刺激：結果）という

関係になる．実験の結果，少年は右手を挙げて砂糖入

リミルクの要求ができるようになった，という報告で

ある．博士は，もし時間と機会さえあれば，他の行動

についても条件づけや弁別学習が可能なはずであると

述べている．

　この実験報告は，一見なんでもないようにみえるが，

そのもつ意味は大きい．教育上大事なことは，一切学

習不可能と診断されていたひとりの重度精神遅滞の少

年の行動変容に成功したことである．教育を、「目的

をもった行動変容への働きかけ」としてとらえるなら

ば，ここにはじめて，重度精神遅滞の人に対する教育

可能性の扉が，オペラント原理の適用によって開かれ

たのであった．そしてこのことはさらに、「教育に下

限は無い」という新しい発想へと発展していく．

　（2）適用領域の拡大

　どういうわけか，ファラー博十の論文以降，約10

年間は研究発表が途絶えるが．1960年代になると，急

速な発展がみらttるようになる．しかもその適用領域

も拡大されていく．情緒障害，自閉症．種々の問題行

動を取扱った研究をはじめ，中・重度精神遅滞児（者）

の身辺自立，たとえば，食事指導，衣服の着脱，トィ

レットトレーニングなどに，続々成功例が発表されて

いった．しかも70年前後になると，教科学習にまで手

6

が着けはじめられた．ビジュー博士をはじめ，何人か

の研究者たちは，普通の特殊教育では何らの進歩も示

さなかった精神遅滞児の知的教科の学習に，オペラン

ト法を導入しはじめたのであった．

　アメリカにおけるオペラント学説の導入がいかに発

展しつつあるかについて調べた研究で、ガードナー（J．

M．Gardner）とワトソン（L。　S．　Watson）はtかれら

が調べた関係論文のうち70％以上が．過去3年間に発

表されたと1969年の論文で指摘している．つまり1960

年代の後半，今から約10年ぐらい前から急速な発展を

示してきたのである．この加速度的研究発表の増加は．

現在も持続している．

精神遅滞者（児）の自江技能と社会Cltlt£能訓練における

研究の発展（Gardner．」．M．）

　

15

文

献

敦

10

5

o
】963　　　19S4　　1S6S　　1966　　1S67　　196S

　　　　　年　　度

　これまでに発表された研究の大半は、中・重度の精

神遅滞児（者）の訓練に関するものであり、訓練の内

容も上記したような身辺の自立に関するものが主であ
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った．しかし年代の進行とともに，その取扱う内容の

変化もみられる．たとえば，図表は1971年にアメリカ

で発表された研究の内容を分析したものであるが，文

献数の加速度的上昇とともに，その内容に変化がある

ことを示している．つまり単純な自立技能から，より

高次の社会的技能を取扱ったものへの移行がみられる．

オペラントの原理は，遅れの重いものか，単純な行動

にしか適用できないのではないか，と疑問を抱く人が

あるが，要は対象となる行動の複雑さや穫度に応じた

適用技法の具体化の問題であり，はじめは単純なもの

から出発しても．やがてより高次の技法が開発されれ

ば，その適用領域も拡大していくのである．

　㈲　アメリカにおけるオペラント学説の現状と課題

　さて，オペラント学説の現状に立帰ることは，前章

にもどることを意味するが，すでにアメリカにおける

オペラント学説が，少くとも障害児（者）の教育の分

野に関する限り，完全に普及，定着している印象をも

ったと述べた．；れは非常に大胆な結論のようにみえ

るが，実はオペラント学説をどのように受取るかによ

って，若干ニューアンスが違ってくる．筆者は，オペ

ラント学説には2本の柱ともいうべきポイントがある

とみている．そのひとつは先述したように，子どもに

応（こた）えるという意味での強化システムの導入で

あり，他は．子どもに応じるという意味での適切な教

授内容とそのプログラミング，つまりプログラム学習

の問題である．具体的には，対象者（子ども）の学習

に際しては，つねに賞や罰などが配慮され（罰の使用

には慎重さが要求される），またひとりひとりの個性

や発達に応じた指導プログラムが組まれていく，とい

うことであるが，このような見方からすれば，ほとん

どの学校や施設がオペラント学説に従っているとみな

される．なかにはオペラント学説のことを知らずに，

オペラント法を取入れているところもあるが，少なく

とも教育の科学化を意図する限り，オペラント法と同

じ手続きに到達せざるを得ない．恐らくいかなる立場

に立つ人も，筆者が指摘した2つのポイントを無視す

ることはできないだろう．もし強化の導入を否定する

のならば．子どもをほめることすらできなくなる．励

ましや称賛のない教育があり得るだろうか．プログラ

ム学習のもつ合理性については指摘するまでもない．

南国風のアリゾナ大学正門

　筆者が在米中，ビジュー博士に，日本のK大学のS

教授からの手紙を見せられ相談を受けたことがある．

それはアメリカでは，行動主義心理学のなかでも，オ

ペラント学説がなぜ急速に発展してきたのか，そのわ

けを知りたいというものであった．筆者は，それはき

っとピジュー博士がいるからだろうと冗談を言ったが，

確かにこの問題は一考の価値がある．人によって見方

や強調点が違うだろうが，筆者は次のように考える．
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　第1に，オベラント学説は，その単純性，明解性、

合理性によって，アメUカの精神的土壌といえるプラ

グマティズムと無理なく融合し得るという点である．

この点tいささか非合理的神秘主義をもって，その美的

特徴のひとつとみなされるわが国の風俗、習慣からは，

拒絶反応を受ける可能性が強い．

　第2に，資本主義国アメリカの経済的合理主義は，

物事の効率を重視するが，この点オベラント技法はか

つてない強力な行動変容の力を示した．そして教育不

可能を可能にするという楽観主義的な実績をもった．

　第3に指摘したいのは，アメリカの心理，教育の分

野は，一方においてフロイト（S．Freud）にはじまる

精神分析学の影響を強く受けてきた．オペラント学説

は，精神分析学的アプローチのもつ主観性，非科学性

に対する一種の反動として受入れられる傾向がある．

　第4に，障害児（者）教育の分野では，福祉思想の

進歩と密接に関係する．かつて障害者（児）は，保護

される対象であったが，今や教育の対象とみなされる．

オベラント学説は，伝統的な教育方法が，障害の重い

人たちに対して示した無力さをカパーする，教育技法

を提供する．

　第5に，今や障害児（者）教育も含めて．単なる思

弁，啓蒙の段階から，教育技術（テクノロジー）の時

代へと教育自体が変貌しつつある．オペラント学説は，

この新しい時代の流れに即応するものである．

　以上思いつくままに．なぜアメリカにおいてオベラ

ント学説が発展するのか，私見を述べてみた．

　最後に，オペラント学説はますます発展，普及して

いくであろうが，それが天国への扉を開くか，地獄へ

の落し穴となるか，それは用いる側の問題である．オ

8

ペラント学説は、強力な行動変容の技法を提供するが、

最終的に間われるのは用いる側の倫理であり，そのこ

とは原子物理学をはじめ諸科学との共通の課題である

といえよフ．

　参考資料

1）東正：f’どもの行動変容一オベラントの原理入門一．川島

　書）11i．　U召聯［149年．

2）東　正：精神遅滞児の行動変容一オペラントの原理とh’法一，

　旬｜汀i口！書，　∬召和50年．

ミニ紹介1：セント・ステファン児童余暇セン

ター（SCT　STEFANS　RADGIVSINGSCENTER）

一コペンハーゲン

1875年2人の婦人が開いた幼稚団に始って100年余，デ

ンマーク最古最大の児童館で，4階建の1～3階．（4

階は37ページ．｝6～7歳を対象に，月一一土，6時～（登

校前）～19時（下校後）開館．在籍児童220人．所長

は財団運営委員会が選ぷ．職貝はソーシャルワーカー

13人，会計1人，助手数人．親に代って児童をみる，社

会的訓練，教育的指導を目的に，個々の通学校教師と

も連絡をとる。総経費の75％を国と市が負担．親は児

童1人1か月150クローネ（約7，500円）を負担．森と

海の夏季キャンプ（交替で3週閲）場9．5haがある．
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地域の福祉活動とワーカー
一西ベルリン，ロンドン，カナダー

さカ・　　　　　くち　　　　　　じゆ人

坂　　口　　順
東洋大学助教授

L
治

　地域の福祉活動は，そこに住む人たちの連帯意識の

向上や，自発的な組織づくりの活動によって展開され

ていくとともに，専門ワーカーの援助的活動も見逃す

ことのできない重要な要素である。数年前，筆者はイ

ギリスのウェストヒル大学の客員スタ7フとして，ユ

ー ス・アンド・コミュニティー・ワーカーの教育と実

践活動について，貴重な体験をする機会に恵まれた、

また西欧諸国のワーカー養成の状況や地域福祉活動と

の結びつきなどについて見聞を広めることができた．

ここではそれらの経験をもとにして，地域福祉活動と

ワーカーの在リノiについて若干の考察をしていきたい．

できるだけ案内パンフレットの邦訳的解説を避けて，

筆者の体験に基づく問題点を取上げていきたい．

　1，西ベルリン市のニュータウン

　西ペルリン市の戦後復興のなかで際立ったものは，

住宅の建設であった．なかでも1960年代初頭に計画さ

れたニュータウン・プロジェクトは，最も画期的なも

のであった．東京の板橋区に完成した高島平団地の約

10倍はある広大な敷地に，2万戸以一ヒを建設し，5

万人以上が居住し．学校，商店，病院などすべてが適

1Eに、しかも有効に活用できるような計画であった．

西ベルリン市の北部に1963年から10か年間の長期計画

によって建設されたこのニュータウン，メルキッシェ

ス・フィルタルは，カラフルな高層ピル団地で，その

美観もさることながら地域居住者の交流と福祉的施策

の新しい試みが導入されていることに驚く．そこでは

各ブロック（1ブロック約200世帯）ごとに住民自治組

織が結成され，環境衛生の問題から児童の教育に至る

諸問題を，市当局と協同的に取組み，その円滑な運営

と展開のために専門のコミュニティー・ワーカーが配

置されているのである．

　この団地で第1に目にとまったのは，就学前の子ど

もに対する配慮としての保育所の活動である．

西ベルリン市の人ll構成
（1973年）

6歳以’ド

7－15歳

16－20歳

21－45歳

46～65歳

66歳以上

6．4（％〕

9．1

4．5

34．0

24．5

21．4

　表に示されてい

るように．市の人

口構成は典型的な

逆三角型である．

幼児，児童，．青少

年を合計しても全

体の24％であ1），

この数字が西ペル

リンの今日的問題を象徴しているようである．西ドイ

ツに比較して，西ペルリン市は収入が低く失業率が高

9
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い．したがって若者は西ベルリンを離れていく．親は

共働きをしなくては生計がなりたたないという経済状

態が恒常化しているために．子どもを産むことも控え

ている傾向にある．

　さらに，現在も4か国による分割統治下にあるとい

う政治的状況下で，自分たちの苦労を子孫たちにまで

伝えるよ1）も，自分たちの世代だけで耐え忍んで十分

だという風潮もある．他国人には，こうした苦しみは

想像できないであろう．それ故にこそ，子どもたちに

対する愛情の注ぎ方はまた格別なものがある．現在の

被圧迫的状況のなかから脱出して．将来の国造りの基

礎となる活躍の夢を託した親の配慮が行届いている．

共働きを余儀なくされている状態ではあるが，深い愛

情が注がれた保育所の活動が目に付くのである．

　現在市当局が直接運営している昼間保育所は約20か

所あり，また，市の財政的援助によって住民組織の自

主的運用の保育所は30か所以上ある．市当局はお金は

出すが，ロは出さないという原則に

徹底しており、地域住民のニードに

合致した保育所が建設され．運営さ

れている．

　たとえば，ある地域では，昼夜間

の保育を必要とする｛主民が多くあり，

同時に，幼稚圃の開設を望む声が多

くあったので，0歳児からの保育所

に幼稚園を併設した．また，ある地

域では．市当局によって割当てられ

た場所に保育所を建てないで空地と

しておき，アパートメントの1階の

数軒を保育所に転用して，年齢別保

育を完全実施した．そこの住民のひとりは筆者にその

理由を次のように話してくれた．

「この地域は昨年から入居した若いカップルが多い，

保育を必要とするのは，ここ2，3年がピークになるだ

ろう．しかし4．5年したら，保育所よりも子どもたち

の遊び場が必要となる．建築物を建てることは，向こ

う20年先までの予測をもっていなければならない．市

当局の提案通りに豪華な保育所をいま必要だからとい

って建設するよりも，空地にしておいた方が自分たち

住民のニードに合致するかちである．しかも乳幼児保

育は家庭の延長として行った方がよいので，家屋の1

階を活用した方が効果的であると考えている．」

　こうした応答は，住民主体の柔軟な，しかも効用性

のある発想と運用がなされているからである．各地域

の住民が話合って出た結論を，市当局が受けとめ，よ

り効果的な方策を展開しているところに特色がある．

ちなみに保育所建設予定地を空地にしていた地区では、

10
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子どもの広場とするまでの間は，住民共用の自家用車

修理場として活用することになっている．

　第2は．r一どもたちの遊ひ’場の広さと数の多いこと

である．各プロ〃クごとに，最低1か所以上の子ども

の遊び場が確保されている．その広さは平均約8，000耐

はある．それに加えて約30か所の球技場が設置されて

いる．球技場は夜間∬｛｛明付きで，主とLてフ・トポー

ルをn的にしている．それにもまして興味深いのは，

遊び場の設、iトと運用に．地域住民の意向が反映されて

いることである．

‘

■
■

■
■
■

　
一

　；ユータウンの保育所と遊び場

　たとえば．あるブロックでは，都市計画によって与え

られた遊び場をいくつかに分割して．年齢別の広場を

造った．その理由は，各年齢に応じた身体的活動が効

果的にできるように，発達心理的考慮をした広場造り

であることと，1つの広場になっていると年長の子ど

もがとかく支配的に利用することが多くて平等性に欠

けるからである．構造的に独占性を許さないようにし

た広場で，住民との合意の成果である．

　また，ある地区では，冒険広場を採用している．子

どもたちが何をしても自由である広場で、遊具や固定

した装置は何ひとつ設置していない．ただ管理援助者

が常駐していて，火の用心と子どもたちの怪我の手当

をするぐらいである．子どもたちが何の拘束もなく，

自由奔放にやりたいことのできる広場である．粗大ゴ

ミの収集日などは，子どもたちが団地から捨てられる

大型ゴミを取集めてきて，広場はゴミの山となる．そ

してこのゴミを利用して，ヤグラを組み，ボラ穴を造

って空想の世界を現実のものとしていく．夢中になっ

て広場を駆けめぐっている子どもの喜々とした眼差し

は、いまだに筆者の脳裏から消えていない．

　他の地区では芸術広場を開設している，子どもたち

に粘土の彫刻を奨励して，造形美術を制作させる広場

である．交通広場として，乗物が自由に運転できる装

置を置いているのもある．もちろん，ぶらんこ、滑り

台などを設置した、いわゆる従来の公園的広場も数多

くあるというように，それぞれの特色を生かして．児

童のニードに舎せて親たちが設置し，責任をもって運

用している．

　球技場にはインストラクターが配置されていて，子

どもたちが間違いのないプレーができるように取計っ

通才

　　T●tr

漱

．scs・．

＝二一タウンの年齢別遊び場．↓氏学：年川

d
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二」7　タ・与ン、tt，］St・．．1．L．琵≒．　冒ら：己：∫ぢ

ている．そク〕た．めには市当t、；］の依頼て．．、YMCAなど．

の有志占：年団体の指導者が、当番として指．導に当一・て

いる、

　こうL．た広場の設置と．運旧は、一∫・ど．ものため｝二．観た

ちが計画し、市当局とタイア．．・．7．した見事な作lljであ

る．地域住民プ）自．発1：1勺な活動ヒゴ．どもにセ．」．する’愛’情三戸

こうLた1こ：±．9）造りにも反6概竺力．ているヒ思える，

　ひ．こt）　・・rl｛眠二、㍉ぴにr，i｝．∵こ．（才Lた．．東西ぺ「L

‘　）　　　ン　　 ＝f）　　t’j．　　、lrL　や　 西　　　 ド　　　ー〈　　

　
ソ
　
　
　

と
　
　 シ，

　）　格　 差呈　ノ．，　 しL　　 と　tt 　　t－　　 tti　．　　 ビ
　
カ
　
ト　　’三　 、　　　　　｜　［Li

べ．・」リンに住む者はヒかく気分が沈みかちになる．そ

Lて次の時代をゴ．？ga’）．f・ヒ「もたちにk・・t　’．　’：，よ‘ぽ（

i）夢と期待をもち，かノ‘．らに「1川舗「］造か可能な世界

を提供し．てやりたいという．希’望かあるのた．，そのひと

つノ）あ，：．」われが遊ひフノ広場て．もある．．．L．み’二みヒ．i．±

へたそン「：，ことは．．1二は感銘Lた．

　第3は、☆少．年の広場とLてこリハプて．ある．西トイ

ツと．ともに二bri．輌ちi「」：少年指導は熱心であrJ，いろい

ろな対．策が．施されている，家庭・占．少年・体育をし、と

つノ1課か’受｝寺・．．ている．よう1．二、⊇L幻」‘見から．il’年にうミる

発達過程1．二おいて，f扁リノ）ない智d剤：巳教育がなーミ≒ノLる
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ように配噛：されている．．tXフ．は．1‘1．少年を．ヒ・］’象とLた憩

い／．陽て．あ．．．’：：、」1蝋．は実蜘1｛」に．1㌦．’少年ン．可．・て．；訓；．ざ

れ．て」．．・る㊨　i．二婦ゾ）ハート．クイムノ’補助や、寸〔．ランテ1

アグ〕1芯援によ．．，て、テfスコや《．．il．しいフ．ロクラムを展

聞L．ている．　コミ．ニニラ’・．一・「アーt一は定1則的にハ

プにきて．∫’沙年たち刀相‘；：云1相f’．tL「．：／［SI　J、指・与や的

i止r！｛」酉己慮．をL．て」・る．享竜薯沽こ「）1言月i題．’SiA：2峯∴口昏L：blill題な

ビ，　ワーウーノ〕大きな’働きが期待さね．’：いる，

　日　イ・こゾ．．‘二．．’．一一ク・ユノン．　ヒj’ヒ嘩ミ㌧’：．；二る　ヒ　き，　　ゴ．と．．1ノを

いJlにrl．る日．パイ．・行．政；．ノ・態．「把．・と．二か相・皇．．1．るよ．iて

ある．　大巨反；ハ「・圧艮二／t．一タ・⊥ノン．ては．．年少者二杉1姪㌧パ易

は確保ジ、ているよ・iげこか、．午1．乏者．ノ．遊二’．場、憩」ジ．‘

場力・な」・グ：め1二ち　｛1旦㌃）土也［く：i二三七1±莞L　『fJI三f］’，s・一／｝う㍉ゴ’；L㌦

Lい・われているの；．ミ．　．．老．に1直する事・f内て．もろ”／．

　第4は、コミニニテ．i－・・「・「一カーしτ’働きである．

市当局がこの二ニータウン建設計画ゾ）1コ初から．厚入L．

たのは，判：IIい「）ワーf’一を配属．こせる．二と・：．：あ・．．．．た’

オミ庭階1題、　〕也」或十占剤｜偉∫’L出」題，　ソーシ．之・．‘Lワ．一ク，　『ヒ

会体育．t”．こ衆衛生な．と．のト享門家ごちてチームを編成し

IC．　；・ス’コ　 ’　クそ’｛’ill！：1．さr｝ご‘r」‘；：’．　；’1トリ1．二25　t’xン「）し￥yil　t’r

i・r』t・；．．．．「山少：i：∴・・．．’．・㍉．・・’ゴ杉㌧．．’、．二1距’ろ



一 カーが投入されたが，現在では各ブロックごとに数

名が担当できるように，人数も倍増されている．

　ここの特色は，専攻の異なるワーカーがチームワー

クをよくして，地域住民の福祉向上のために働いてい

ることである．担当地域の住民組織と密接な連絡を取

りながら，総合的な地域づくりに貢献している姿は，

地域住民が自治組織を編成して、保育所や広場を管理

運営していくようになった，地域づくりの大きな基礎

であったといっても過言でなかろう．

　一方，住民の悩みや生活改善の個別指導も，怠らず

になされている．入居当初一番多くあったのは，高い

ピルからの自殺企図であった．ここでは専門の違うワ

ー カーであろうと，大切なことは個別に話合うことで

ある．また育児ノイローゼになった母親に対するケア

なども，大切な活動となっていた．ひとりひとりを大

切にする仕事をしながら，同時に住民の連帯意識を向

上させ，行政との有機的なネットワークを作り上げて

きたコミュニティー・ワーカーの働きは，単に行政組

織の一環として果した機能ではない．このワーカーた

ちの人間愛的な仕事が触媒となって，地域の福祉活動

が展開していったのである．

　このように，西ベルリン市のニュータウンにおける

児童福祉を中心とした地域福祉活動を見聞してくると，

地域福祉は行政当局の諸施策とともに，地域住民の自

発的な福祉活動への組織的行動がかぎとなり，それら

が円滑に展開できるように，側面的に援助したコミュ

ニティー・ワーカーの情熱と働きによって前進してき

たものである．社会福祉の専門的技能の発揮だけでは

なく，地域社会を一全体としてとらえ、そこで果すべ

きワーカーの役割を明確化し、相互援助を実践してい

世界の児童と母性

くワーカーの姿が，地域福祉のリーダーシップを発揮

することにつながっている．

　2．ロンドンのワーカー養成

　コミュニティー・ワーカーの働きが地域福祉実現の

かぎを握るとするなれば，ワーカーの養成の在り方に

は大きな関心を注がなくてはならない．

　ロンドン大学のゴールド・スミス・カレッジのコミ

ュニティー・ワーカー養成プログラムには，こうした

新しい期待に応えるための試みがなされている．グル

ープワークで有名なジョセフィン・クライン氏が中心

となってプロジェクトが展開されている．クラィン氏

は，現代におけるコミュニティーの問題は，いままで

の学問や社会生活のなかで経験しなかった事柄を抱え

ているのが特色であり，既成の学問体系や社会的経験

はあまり有用でないと述べ，いままでの諸制約に縛ら

れることなく働くのがワーカーの必須条件であること

を強調している．さらに地域福祉理論も確立していな

い現状において，仮説演鐸的なことは不可能であり，

実際に現場に飛込んで実践していくなかから学び取っ

ていくものであるという信念のもとに，ワーカー養成

のプログラムを推進している．

　この学科の建物は大学のキャンパスのなかに設けな

いで，近くの下町長屋の2軒を借りており，学生はそ

こで共同生活をしている．大学という日常生活から離

れた感覚を捨てて，ごく自然な協同生活を営みながら

活動している．講義や観念的ゼミナールなどはなく，

ワーカーの卵である学生が実際のコミュニティーに飛

込み，そこで体験したものを長屋にもどってきて，同

僚たちと話合い，教師たちとの合同研究を通して一般

13



礁＼

ロンドンの児童センター．冒険広場

化していく方法を採っている．

　筆者と同室の学生は．ロンドン市の移民の街で生じ

ている，家族の崩壊と未婚の母の問題に取組んでいた．

かれはその家族の経済状態から身体・精神的状態を調

査Lながら，毎日のように母親と協同生活をするかの

ように密着した接近法を採っていた．母親に自立更生

をもたらすためには、その母親との隔たりのない心の

交流ができることが先決であO，そこから母子福祉の

理解も成立っていくとの方針であった。それはもっ形

式張ったケースワークやカウンセリングではなく，共

同体的交流のなかから自覚していくための努力にみえ

た．裁判所にも，マーケットの買出しにも，パブで飲

酒するのも，友だちとしての付合いであった．．法的な

処遇は十分でありながら、自立更生への道の遠い人に

対しての接近は，人間的交流を土台にしなければなら

ないことを痛感した．それと同時に，ワーカーが育っ

ていくのは，こうした真実の体験によって問題の本質

的理解を深めることである、と思った．

　地域福祉の展開の中心的な働きをするワーカーは．

こうした基礎的な経験から生じるところの社会福祉に

14

対するコミットメントがなければ進まないのではなか

ろうか．ロンドン市南部の地区で，完備された社会福

祉の諸施設が適正配置されているが，十分な機能を発

揮することなく閉鎖されているものがいくつかある．

これとは逆に，設備が十分でないのにもかかわらす，

活発な活動をしている施設もあり．むじゅんした局面

をよく見かけたものである．

　南ランベス地区のコミュニティー・センターは、子

どもたちの冒険広場をもち，創作活動も・．1一分にできる

屋内設備をもって、しかも優れたワーカーによって運

営されているために，人種的差別もなく，地域住民か

らのボランティア活動の協力を得て活発な活動をして

いる．一方このセンターの近くにあるユースクラブは

建物は立派でありながら、ワーカーと地域住民との感

情が対立した結果，閉鎖されたまま放償されていて、

いまだに再開のめどがたたないということであった．

西ベルリン市のコミュニティー・ワーカーの献身的な

働きに接した筆者のイメージをもってこれを見ると，

行政の福祉施策の先行によって生じるひずみがひLひ

しと感じられ，「仏作って魂入れず」という状態が続

出していく危険をも感ヒたのである．地域社会幅祉は，

住民の自発的な活動と行政の援助と．それらを統合し

ていくワーカーの働きが大切であることが実感された．

この意昧において、クライン氏などがコミットメント

をもったソーシャル・ワーカーの養成に努力されてい

る真意がわかるような気がする．

　3．カルガリー大学の試み

　地域社会と福．祉の前進を願う人たちとの接点として

のコミュニティー・ワーカーの働きは，個人的な献身



　か←ケ・プ：．で．‘1．・，⊂「．1，：1・．川≦ごi［F聞．r：i’Ti］、ノ．．］ごli：

や行政の一ノ」的指導の代行だけで．は果すニヒができな

い．地域社会フご体のオーガナイサーとLての機能をも

ち，各種関連機1男や施1没とのネ．、トワークをもって、

t’i’機∬｛Jに、　Lカ・も繧！で丁催Jに」隻ゴ）ていくことカ《守｛ましい．

二うした統合的なシステムを作り、有機的な働きをし

ていこうと努戊Jしているゾ）が，　カナグン）中西甜：にある

ヵルガリーノく学て、ちる．

　カナディアン・ロ．．’キー山脈の如lll」の高原’F一地にあ

るカルヴリーJ（学は、　日本や北区）こカ・らの移住crii二．よ一．｝

て農業の改良沈夜か行ノ）れ．最近ではすイルの発掘に

Ltって急速に発展Lてきた、アルバークー・川第2の都

riiにある州C’1大’7：である．この大学の社会福W［学部の

特徴は．スタ’フか祉会福祉の現場経験者であリ．施

設や橋関とノ＼事交流力：スムー一てに行われている点と．

地域社会の福趾実践の統合シ又テムをもっていること

である．新Lい都市つくりをしているこの地ljには，

新しい試みを1♀人できる〒ε済）仕之化性が．もり．伝統

や従来ブ）制度に拘’↓ミきれるニヒなく創造Lていく？’i　r一

力・感L・’、tJ．　i5，

　統合システムというのは，地域社会ノ）住民に対する

　　　　　　　　　　　　　　　　　：：：り’．．『’．≡．‘雁三r．；・〔

福祉的施策か住民のニー一ト．に適合したもカヒなるため

ク，連絡調整と，医療、法律．教育など市民生活に必要

な各剖；門と力連携を効果的に行うための組識づくりで．

ある．コミニニティー・ワーカー力役割は，このシス

テムを有効に活哨するために．担当地区の日民といつ

も接触Lてニート．を適確にとらえ、　関係部門と連絡を

1kる二とが中心的なf［1市である．広大なけ也に散在L

ている地域住民と日常ll｛」な接触を保ちながら、よ｝｝よ

い観剤；を目指していくワーカーの働きは，行政職務の

ひヒつの役割ヒいうY．’tt一㌧だけではとうていできない

川離な仕事である．ワーヵ一個ノ、の仕事に対する打込

．みtf’コミ．．・トメント）が．大切て．ある．［司1時に，地域

福祉活動かワーカー相圧の啓蒙と連絡調整を図るため

のセン9一としての大学を利用する二とか必要である．

人学；側も現場と密着Lた形をもつことによって，新L

い在りJ）一ができるのである、

　このように，大学か地域福祉活動のかなめとな〔て．

ワーヵ一のカンファレンスなどを催したり．相互研修

の機会をもち．さらに生がい教育や地域医療活動のた

めのシステムを活用していると二うに．新しい福祉活

動ゾ）加句う’見られるのである，

　いままで見てきたように．地域福祉活動の効果的な

在リ方は，ワーカーの福祉に対する基本的取組み戊ゴと、

住民の1’］発的な相互扶助の精神と．行政の援助とが．

有機的に統合されることか望ましいのである．各部門

の釧11志向だけでなく、その統合化を図るシステム化

と．その効果性を発揮するワーカーの働きが望まれる

　　4　　　つの、．h⇔．

　tルガリー大学の新しい諒：みは，その意味において

注目に値するものである。

15



母と子の年金
一日本と世界一

ひ．』，　　　　　、・し　　　　　なカ’

平　　石　　長
社会傑障研究所研究貝

烈
久

　1．はじめに

　年金には，公的年金と私的年金があり，これらのう

ち、私的年金は社会保障制度の範囲から外れるので，

ここでは省略する．公的年金は労働災害補償制度の年

金，老齢・廃疾・遺族給付制度の年金，およびなんら

かの特殊な状況の者に支給される給付に分れる．これ

らのうち、労働災害補償制度の年金は，現でllでは、通

勤途上に発生した事故にも支給されており、特殊な状

況の者に支給される給付は，たとえば，他の制度で年

金の受給資格を取得できない者への給付などを含んで

いる．通常，年金制度といえぱ、それは老齢・廃疾・

遺族年金を支給する制度を指しており、年金が話題に

なるときには、この制度の年金が対象になるので，こ

こでは．この年金を取上げる．

　年金制度に母とf・がかかわりをもつのは，母が年金

制度の加入者で．∫・が母に扶養されている場合とt母

と子が被扶養者として，稼得活動に従事する夫に生計

を依存する場合に大別される．勤労者の場合、一般的

には，後者が通常の形として見うけられるので、ここ

では、後者の例について述ぺる．

　母と千が扶養される例では．かれらが年金制度と関

連をもつのは，夫が老齢もしくは廃疾の年金を受給す

る場合か，あるいは，夫がそれらの給付を受給してい

る間か，もしくは．稼得活動に従事しながら，年金制

度にtjll　A．している間に死亡した場合である．夫が年金

受給者の場合には，母とFIま扶養家族として，夫の年

金に補足的な給付を加えられるか、それとも、その給

付を加えない形になる．夫が死亡した場合には、母と

f一は遺族としてどのような給付を支給されるのかとい

うことになる．

　いずれにしても，稼ぎ手であった夫の老齢と廃疾は．

所得の喪失もしくは減少をもたらし，夫の所得に依存

していた母と1：に重大な影響を与・える．また．夫の死

亡は所得を喪失するので，母とr・の生計は崩壊するこ

とになる．これらの「恒態に対してパi…金制度はいろいろ

な形による給付を用意している．

　2．日本の年金制度

　わが国の年金制度は、一般的な勤労者を対象とする

厚生年金保険（被保険者数は約2，365万人一昭和51年

3月．以下同じ｝と，主として被用者以外の人々を対

象とする国民年金（約2，522万人）を主要な2本の柱と

している．これらに，国家公務員（約116万人），地方

公務貝（約295万人），公共企業体職貝など（約80万人）．
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私立学校教職員（約7万人），農林漁業団体職則約45

万人）の各種共済組合，および船員保険（約24万人）

を加えて，8本の制度が実施されている．これらの制

度のうち，紙幅の制約により．ここでは，主として厚

生年金保険を取上げる．

　国民年金では．母と｝に対する給付は，母自身の老

齢年金、母子年金，準母子年金，遺児年金、寡婦年金、

およびこれらの受給資格を取得できない者に対して，

母子福祉年金と準母子福祉年金が用意されており、ま

た．年金との選択を条件とする死亡一時金が設けられ

ている．厚生年金保険では．母と子に対する給付とし

て．被保険者が老齢もしくは廃疾（障割年金を受給

する場合の扶養家族加給と．被保険者もしくは年金受

給者が死亡した場合の遺族給付が用意されており、死

亡一時金は設けられていない．ちなみに．船員保険は

厚生年金保険と同一給付を用意しているが，前述した

各種共済組合は異なる給付を提供している．たとえば，

共済組合の年金は年金額を計算する方法が異なってお

り，本人の給付には，扶養家族への補足的な給付が加

えられないし，遺族給付の計算も異なり，また，死亡

一時金が用意されている．

　厚生年金保険では，老齢もしくは廃疾の年金を受給

する場合に，妻と18歳以下もしくは廃疾の．臼こ加給年

金が支給される．この加給年金額は妻に72，000円（月

ta6，000円），2A．までの子にそれぞれ24，000円（2，000

円），その他の子に1人当リ4，800円（400円）で、こ

のように，母と子の給付は定額の形で支給される、

　厚生年金保険の遺族給付では，母（妻）、子，夫．父

母，孫，および祖父母に年金が用意されているが，こ

こでは，母と子の給付だけを取上げる．母と子の遺族

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

年金は被保険者、もしくは，老齢か廃疾の年金に受給

権をもつ者が死亡した場合に支給される．母の年金は

夫の基本年金額（定額部分と所得比例部分の合計）の

2分の1に．前述した子に対する加給年金額を加えら

れ．最低保証額は396，000円（月額33，000円）である。

また，寡婦には，右の年金に加える特殊な給付として，

養育する子が2人の寡婦に60，000円（月額5，000円），

子が1人の寡婦に36，000円（3，000円），子を養育して

いない60歳以上の寡婦に24，000円（2，000円）が支給

される．

　なお．両親のいない子を対象とする遺児年金は，1

人目の子に対して．寡婦年金と同様に，被保険者もし

くは年金受給者の基本年金の2分の1が支給され，他

の子には前述した加給年金が加えちれる．

　ところで．前述したように，母と子の遺族年金は，

老齢か廃疾の年金受給者，あるいは，6か月以上制度

に加入していた被保険者が死亡した場合に，故人によ

って生計を維持された母と子に支給される．この生計

維持は，もし故人がいなければ，生計を維持するのに

支障をきたしたであろうということを意味している．

また．母（妻｝では，法律．ヒ正式の婚姻関係にあり、

かつ生計を維持された者が給付の対象となるが，それ

以外に，正式な届出を提出すれば，法律上の婚姻を認

められる状態の内縁の妻も対象に含まれる．このよう

に、内緑の妻も年金の受給を一応認められるが，・事実

上では、長期間にわたる内縁関係にあり．かつその間

に生計を故人に依存していても，法律上の妻が別居し，

故人とは別に生計を営んでいる場合には，いわゆる本

妻も内縁の妻も年金を受給できないことになる．

　なお．故人が離婚した場合に，離婚した妻には遺族
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年金の支給が認められない．このように．離婚した妻

は年金権を取得できないことになるが，故人が離婚後

に別の女性と結婚しておれば，遺族年金はその婚姻に

よる妻に支給される．したがって，長年苦楽を共にし

た後に離婚した妻は，なんちの年金権も取得できない

のに，再婚によって妻の座を占めた者が，年金権を取

得することになってしまう．なお，夫に捨てられ，遺

棄された妻も，離婚した妻と同様な状態となる．

　夫が行方不明の場合には，危難失踪の例を除き、失

踪宣告をうけて．死亡を認定されるならば，行方不明

になったときに，当人が被保険者であり，かつ妻が生

計誰持をその被保険者に依存していたことを条件とし

て，死亡したとみなされた日から、寡婦年金の受給権

が発生することになっている．離婚や遺棄により，妻

は不利な立場におかれるが、勤労者の妻が国民年金に

任意方式で加入している場合，当人の資格で年金権は

一応確保できる．

　子の例では，18歳未満もしくは1級か2級の廃疾の

子が，給付の対象とみなされるが、故人の死亡時に胎

児であった場合に、出生の日から故人に生計維持を依

存してきた子とみなされ．出生日から受給権が生ずる

ことになっている．しかし，子の給付では，入籍して

いない子，もらい子，認知していない子は，いずれも

給付の対象に含まれない．なお，子の年金は．前述し

たように，母と子の双方が対象となる場合に．子は母

に村する寡婦年金のtJn給年金を受給するだけで．母が

寡婦年金を受給している間，子だけを対象とする遺児

年金の支給は停止される．

　それはともかく，遺族年金は受給者が死亡したとき．

母が再婚（内縁関係を含む）したとき、子が養子（入

籍しない事実上の養r・を含む1になったときや、養f’

であったf’が親族関係を解消したときには，いずれも

遺族年《回こ対する受給権iが失われてしまう．y・が18歳

以1．：になったときや，廃疾の状態が変ったので，年金

を受給できなくなったことも，年金権を喪失する．

　ちなみに，寡婦年金を受給していた母が1年以一ヒ行

方不明になった場合には，遺族年金の受給権をもって

いる子の申請によって，母の寡婦年金は行方不明にな

ったときに遡って停止され、子の遺児年金が支給され

る．もっとも、このような母の年金支給停止は．母が

寡婦年金の基本的な権利を喪失することを意味するの

ではなくて．年金の支払い時期に年金を受取れないこ

とを意味するだけで，母が支給停止の解除を申請し，

それが認められる場合、寡婦年金の支給が再開される．

　3．各国の年金制度

　1975年に，128か国がなんらかの社会保障給付を設

けており，それらのうち、108か国がなんらかの形に

よる老齢・廃疾・遺族給付を用意していた．しかし，

108か国のうち、約20か国の後発グループは一・時金だ

けを支払い、定期的な支払いのいわゆる年金を設けて

いないので，ここでは，それらの国々を除く．また，

南アフリカは失業保険で遺族に給付を支給し，死亡時

の一’時金を疾病保険で支給する例も少なくないが．こ

こでは，このような例も除かれる．

　年金制度を実施する国々の状況では．約70か国が社

会保険の仕組みを用いている．年金はある定額もしく

はなんらかの方法で所得に関連させた所得比例の形で

支給され，後者の例が圧倒的に多い．年金制度を実施

する国々のうち，約半数の国々は老齢および廃疾の年
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　ロンドン，タワープリソン近くの小公圃で

金に．扶養家族を対象とする補足的な給f寸を設1ナてい

る．それらの補足的な給付は母1友）とf’の，LX　ti，あ

るいは．母もしくはf’のいずれかを対象としており、

母とi”の双方に給付を揖合する例が多く（約25か国），

母とJ：のいずれかを対象とする例は，いずれもその半

数以下である．そのような補足的給f・1．は定額もしくは

被保険者の年金か収λ、のある百分率で算出され，収入

を算出基礎とする例は少ない．ちなみに、年金制度を

実施する国々のうち，50か国以ヒは家族手当lla］度をも

っておリ，この制度によって、年金受給者の扶養する

∫・に丁い1《を支給する例も少なくない．このように家族

手当制度を用いる例では、支給額は定額が通例で．支

給額を収入に関連させる例は少ない．

　遺族給付の種頽はいろいろな遺族への年金、一時金、

およびその他の諸給付を含んでおt］、ここでは．年金

は母（寡婦）とf’！遺児｝の給付だけを取ヒげる．寡

婦年余はJ：を養育する．1’・，ナ．ある年齢以ヒもしくは廃疾

　　　　　　　　　世界二∫・児童と母哲

の寡婦，お．よぴ老齢な寡婦を対．象と

する年金に大別される．遺児年金は、

ある所定の年齢以下もしくは廃疾の

i・，あるいはぷ婚の娘などに乏給さ

れる．また，．・時金は‘ビ亡一時金，

遺族・時ff｝、葬儀給付などに分けら

れ，これらの1つもしくは2つ以L

を支給する形が多い．　・時金は定額

で芝給される例か多く、それ以外で

は，故人の1ド金あるいは収入を基礎

にして，支給額を決定する例が見う

けられる．ちなみに、遺族fF金の受

給資格を取得できない者に，遺族．・

時金などの形で．給付を支給する戊∫法も用いられる．

剤1足的に1川えられる行種の給付には、廃疾の遺族に対

する補足的な給付、寡婦になった妻や∫・を養育する母

の1［1　，：’：を促進したり，所得を補完させる明意として支

給する職業教育や訓練へのF当，施設などに∫・を頂け

て働く母をt・橡とするf・　，il，住宅の壬当、その他の給

W‘を採ti．ltる｛列か見うけられる．

　たとえば，ペルーでは、廃疾の遺akに最低賃金に当

る常時イト漫壬当が支給され、ノ；Lウェーでは．職業訓

練中もしくは就労中に，t’・の養育に対して基本額（各

年金の算出基礎に用いる1の20％が支払われ．イスラ

エルでも．職業訓練給Fjーとして，訓練費や生計費を含

む手当が12か月間支給される．また，オーストラリア

では、週当り4オーストラリア・ドルまでを限度とし

て住宅手当が支払われ，スウェーデンでも，住宅手当

が支給されるが、後者の例は年金制度のわく外で．自

治体から支払われる．なお，特殊な例として，ソ連，
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ポーランドなどは，故人の雇用や就労の期間が長い場

合や、故人が困難もしくは危険な作業に従事していた

場合に，遺族年金に割増分を加えている．

　遺族年金の対象では，寡婦年金は老齢年金の受給年

齢以前のある定められた年齢以上の寡婦，子を養育す

る母，廃疾の寡婦，および老齢な寡婦を対象として支

給される．この年金はある定められた期聞に支給され

る有期年金と，死亡するまで支給される終身年金に分

けられ，カナダなどは，老齢年金の年齢に達した後，

寡婦年金を老齢年金に切替えている．また，離婚した

妻や遺棄された妻を寡婦年金の対象に含める例も見う

けられ，法律上の婚姻関係がなくても，事実上同一の

世帯で扶養されており，妻とみなすことのできる者を，

寡婦年金の対象に含める例も少なくない．特殊な例で

は，法律上の婚姻関係がなくても、遺棄された母とr一

を保護の対象に含めて、給付を提供し，父から扶養費

の一部を強制的に徴収する例もある．なお，夫がアル

コール中毒や精神病などの施設、あるいは．刑務所に

収容された場合に、残された母とFを給付の対象に含

め．寡婦や遺児に準じて．給付を支給する例もある．

遺児年金はある所定の年齢以下の子が対象とされ，出

生順位や人数に条件を設ける例も存在する．

　また．遺族年金や遺児年金の合計額に上限を設ける

例が多く，この方法では、対象となる子が多い場合，

年金額合計の上限を制約されるので，事実上給付の対

象となるr一の人数が制約されることになる．たとえば．

上限を被保険者の老齢年金の100％とする例では，ポ

リピアは寡婦が同年金の50％．f’が1人当り20％だか

ら，ILは2人半までの分しか含まれないし，コスタ

リカは寡婦が50％，子が25％だから，子は2人分まで
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になり，このような例はよく見うけられる．なお，給

付の受給対象とするrでは，嫡出と非嫡出を同様に取

扱い，まま子、養子，里子などの事実上扶養されてい

た子を対象に含める例が多い．

　遺族年金の受給条件では．制度への故人の加入、被

保険者つまリ稼得従事者の死亡，および故人に対する

母と1：の生計依存が，各国で見られる一般的な条件で

ある．それら以外に，拠出，1川入，雇用，就労，居住

の期問，婚姻の期間などを要求する例が多い．

　また，寡婦年金では，ある所定の年齢．廃疾，もし

くはr一の養育を資格条件に設けるのが通例である．寡

婦年金に要求される年齢は40歳から60歳にわたり，40

歳以下はポルトガルの35歳である．多いのは50歳と45

歳で．いずれも10か国を超え．55歳がこれらに続いて

いる．年齢では，1：の養育と組合せる例が多く見うけ

られ，また．年齢により、短期問で年金の支給を打切

る例もある．廃疾には．各国により．それぞれの廃疾

度が定められている．r・の養育では，寡婦の年齢と組

合せる例もあるが，子の年齢がある屋…準以．ドであれば．

寡婦の年齢を問わない例も少なくない．なお．ギリシ

ャ，イランなどの．一部の固々は，寡婦が何歳でも寡婦

年金の支給を認めている．

　扶養されていた子には，前述した条件以外にt年齢

の上限やあるいは就労できない状態などが要求される．

年齢の上限では，最も多いのは16歳と18歳で．それぞ

れ20か国以上がこれらの．ヒ限を用し・ているが，16歳は

ほぼ義務教育の終了時，18歳は中等教育の終了時を意

味している．

　少数の例は15歳以下を旧い，シリアの用いる21歳は

最も高い例に属する．なお，全B制の学校に通った1），
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　ジユネープ．レマン湖畔の小公園で

見習申の場合，あるいは廃疾の場合に，年齢上限を引

上げる例が多い．これらの例では，引上げられた年齢

は18歳，21歳，および25歳が多く，いずれもIOか国以

上が用いてh’　，）．高い年齢の例は26歳や27歳である．

就学中や見習中に年齢を引上げるのは，それらの期間

に就労できないとみなされるし．また，より高度な教

育の修得を認め，より良質な労働力として就労し，よ

り有利な立場で自立することが期待されている．

　なお，廃疾の子には，20か国以上が年齢の上限を外

している．ちなみに，廃疾の子がある年齢以上になれ

ば，遺児年金を廃疾年金に切替える方法も，一部の国

で実施されている．

　遺族年金の形には，定額と百分率が用いちれ，後者

が多い．百分率は被保険者の収入もしくは老齢または

廃疾の年金を算出基礎に用いており，老齢年金を用い

る例が圧倒的に多い．また、遺児年金では，まれな例

（オーストリア）が寡婦年金を算出基礎としている．

　　　　　　　　遺族年金の支給率では，前述した

　　　　　　　　ように，寡婦年金は多数の例が被保

　　　　　　　険者の老齢年金を算出基礎としてお

　　　　　　　　リ，その場合の支給率は50％から80

　　　　　　　％にわたる例が多く，30か国以上が

　　　　　　　50％を用いている．また，イラク，

　　　　　　　スウェーデン，アメリカなど少数の

　　　　　　　国は，所定の年齢以上で100％を用

　　　　　　　いる（年金の算出方式が異なる）．なお，

　　　　　　　ある国々の制度は，ある年齢以下の

　　　　　　　寡婦に，年金を減額する例もある．

　　　　　　　　遺児年金の支給率には，1人当り

　　　　　　　10％から25％までにわたり，最も多

い例は20％（約20か国）と25％（約15か国）で，10％

以下と25％以上の例は少ない．両親のいない子には、

1人だけの支給率を高くする例が多く，たとえば，1

人を寡婦と同一率または遺児1人当りの2倍にする．

　なお，ブルガリア，ソ連，キューバ（3人で100％），

ユーゴスラビア（4人で100％）などは，寡婦と遺児

を分けないで，遺族の人数によって支給率を引上げる

方法を用いている．遺族年金の合計は，被保険者の年

金の100％を上限とする例が多いが，オーストリアは

110％，ハンガリーは125％をそれぞれ上限にしている．

　寡婦年金は所定の条件に該当する者に支給されるが，

該当しない者に年金などを算出基礎とする一時金が支

給される．また，所定の条件に該当しない寡婦の年金

を6か月や12か月，2年，5年などの期間で停止する

例も実施される．ベルギーは年金を受給できない者に，

年金の2年分を一時金で支給し，フィンランドは6か

月間，西ドイツは6か月間，チェコスロバキアは12か
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目間すべての寡婦に年金を支給し．その後，所定の条件

を満たす者に年金の支給を続ける．また．条伴を満たせ

ない者の年金をハンガリーは1年，パナマは3年。ポ

ルトガルは5年で停止している．

　寡婦年金は再婚の場合に停止するのが通例で，その

場合に．　・時金を追加して支払い，年金を打切る例も

実施されている．なお．再婚後に聞もなく離婚すれば，

停IEされた寡婦年金か再び復活する例も見うけられる．

　4．むすび

　母と．i”に対する年金制度の保護では，後述するIL

Oの条約は，老齢給付が配偶者を．また，暁i疾給付か

配偶者とY・　2／Yを含めた男j’・の例で．なお，遺族給付

か∫・2人を含む寡婦の例でそれぞれ基準を示している．

ここでは．遺族給付だけを取ヒげる．

　i堂族給付の国際的な基準を示すILOの条約第102号

ほ952年「社会保障｛最低ハ，U脚条約．1は，稼得従’ド

者の死亡により，生計維持の手段を失った寡婦と遺児

〔他の遺族を省略する1に、遺族給付が支給され、給

付は定期的支払いつまり年金の形が用いられることを

22

ボしている．この給付の受給には，たとえば．被用者

の場合に、拠出もしくは雇用に15年問，あるいは，居

住に10年岡1全経済活動人口が対象では，よ1）短い｝

の期間を，資格条件として要求できる．また，これら

の期問が矧い場合に、給付は減額できる．給付は2人

の子を養育する寡婦を標準的な受給者として，通常の

成人男r一労働者の賃金〔いうなれば平均的な賃金）の

4006を基準としている．

　同様な基準として、ILOの条約第128号（1967年「廃

疾・老齢・遺族給付条約」〕があり，これには，102号

とほぼ同様な規定が示されている．128号では，寡婦

に所定の年齢を定めることができるが，その年齢は老

齢給付の年齢以ドにすることが示され，所定の廃疾か

∫・を養育する場合．年齢は要求されないとし，r一のい

ない寡婦には，所定の婚姻期問が要求できる．この条

約では．2人のftを養育する寡婦の給付は，そク）水準

を’1元均的な賃借の45％にされている．

　厚生年《詮保険では、たとえば，かりに，昭和51年の

年金制度改正に’li　±t－）的な受給者を想定したモデル年金

を利）tsすれば，被保険者の老齢年金月額84，392円の2

分の1〔42，196円1に，2ノ＼の∫・の1∫ll給（2，0eO円の

2人分）、および寡婦加算t5，000i］1）をJjl1えると，寡

婦と1’一　2人の年金は51，196111になる．この年金額は昭

和50年度の’｛泡」標準報酬｝」額122，552　1’T－1の41．8％に当

る．しかしtその’F均標準報酬月額は昭和48年の’1《均

賃金122，545111にほほr等しい．ところで、賃金、給付．

および家族手当は同．一時点で計算すべきだ、という102

号や128号の規定を用いるならば，モデ．xレ年金から算

川した遺族年金は．かりにfド金制度が改正された時点

をINいる場合，昭和51年5月の’P均賃金［149．5251U）



ポノルルi．ハワイ｝．アラモア＋シ」・ビングセンターて『

の34．2％である．ちなみに，前述した標準的な遺族年

金ではないが，昭和51年5｝．i末現在の遺族年金の1件

当り年金額である350，571円（月額29．2141lDは，同

じ月の平均賃金の19．5％にすぎない．

　また，各国の制度では，遺族年金合計の最高を，被

保険者の年金の100％に制限する例が多い．前述した

モデル年金の遣族年金では，遺族年金の合計が被保険

者の年金の100％に達するには、3人目以降の．｝：のiJ【1

給400111を、さらに約83人分∫川えることになる．現在

の厚生年金保険の仕縦みでtよ．母とf’の遺族年令合計

が被保険者の年金の100％に達することはあり得ない．

　．’部では、寡婦年金が低いので，50％の支給率を70

％などに引．ヒげる意見も現れている．これは妥当な意

見といえるが，各国の例では．50％の支給率はかなり

多い．しかし，年金の算出方式が異なるし，たとえば，

遺児年金をある百分率で示し，遺族年金合計を高くす

る方法が用いられている．厚生年金保険でも，r一の給

付’を低い定額から妥当なある定率に変えるならば．遺

族年金の合計は高くなる．年令の水準もさることなが

ら、離婚したり、遺棄された友を含めて，妻の年金権

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

の在り方や確立などもまた重要な課題であり，さらに、

女性の一生と年金制度の結びつきについて，掘下げて

考えるのも大．切だろう．

　それはともかく．各国の年金制度では，被保険者の

老齢や廃疾の年金に．母凄）や子の扶養加算を行う

例が多い．また、遺族年金は被保険者の年金を算出基

礎にし，それに対するある比率で年金額を決定する例

が多い．したがって．母と∫・の年金を取上げるに．は．

老齢や廃疾の年金を算出する方式を含む年金制度の全

般的な内容，廿金水準などの年金に関連をもつ各種の

分野をいろいろ含めなければならない．なお．家族手当

制度で年金の児童加算をしたり．年金を補強する例も

多いので，この制度も無視できない．このように，無

視したり，軽視したりすることのできない部分も多い

か，しかし，紙幅の制約があるので．ここでは省略した．

　資料

　・ド百長久：各匡1の社≦セ保障制度一寡婦∫「金について一．L社会

保障研究rill舗：現代の福制：政：心127－137へ一ジ｝昭和50年lti．

　U．S．　Dept．　of　Heal⑰，　Edueation．　and　Welfare，　Social

Security　Administration：Socia］Security　Programs

throughout　the　World，1975．　Washington．1975，

　Hoskins，　Dalmer、　and　Bixbv、　Lenore　E．：Women　and

Soci田Security．10ffiee　of　Research　and　Statistics－

Research　No．42，Washington，1973，

　International　Sociel　Security　Association：Women　and

Socia］Security．／’Study　and　Researeh　No．5‘Geneva，1973．

　ILO；lntroductien　lo　Sociai　Securitv．　Geneva、1970．

　ILO：Conventions　and　Recommendations　1919－1966．

Geneva，1966．

　ILO：Official　Bulletin，‘Supplement　I‘，　Vol．　L，　No．3．

Ju］y　I967，　Geneva，

　ILO：Legislative　Series．　Geneva．

　ILO：Social　and　Labovr　Bulletin．　Gen●va．

　［nternationa］Social　Security　Association：Internation－

al　Social　Securty　Review．　Geneva．
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プエルトリコの「中途の家」
HALP－WAY　HOUSE　FOR　GIRLS　1

まつ　　　　　　もと　　　　　た／＋

松　　本　　武
H本女「大学教ξ受

r

　プェルトリコC　Puerto　Rico）のポンス市iPonce　I

には，少年院CDetention　Homelと．教護院（Trajning

School　for　Girls　）と，中途の家（Half・Way　House　for

Girls｝がある．

　1．少年院

　ここには、非行を犯した少年20人と少女20ノ＼が収容

されていた．かれらは家庭裁判所から送られたケース

で．18歳までの少年少女がいる、鍵のかかった鉄格r

のドアで仕切られている状況など，どこの国も変りな

い構造であったが．わたしたちをltl由になかまで案内

してくれたこと．また，そこにいた少年少女の顔色が

案外明るかったことが印象に残った．

　2．教護院

　女r教護院には14歳から18歳までの少女がいる．こ

この少女たちはi三として社会福祉局から回されてきた

少女で，65ノ、在院していた．1931年設立で、緑樹も美

しく、赤白の草花の咲乱れた，広大な敷地に，カテー

ジが並んでいるのだが、敷地全体が巨大な楕円形の谷

底のようになっており、1ξに囲まれているので，丘の

上から・望できる地形である．

　各カテージには約10人の少女が住んでいる．在院期

間は6か月以．．ヒ2年以内で，教護の経過がよいときに

出所を許される．教地内に学校があり，そこで少女た

ちは教育を受ける．きわめてまれであるが，高校にい

く年齢になり，成績のよい少女は，外部の学校に通わ

せることもあるという．教師のほかにケースワーカー

が2人おり，各カテージを回り．すべての少女の相談

指導をする．カテージにはケースワーカーの宅があり．

中央につくえが置いてある．スタッフには，そのほか

にサイキアトリック・ソーシャルワーカーと医師がい

る．ここの教師は，単に知的教育の責任のみでなく，人闘

形成に主力をおき，ケースワーカーとチームになって

矯正指導を行っている．

　食堂はヵフェテUア式で，全員がそこに集って食事

をするようになっているから、ここでも指導者は観察

することがで’きる．

　生活はかなり1「由に明るくさせている様1：であった．

キャンバスの一t隅に大きなプールがあり，暑い日だっ

たので少女たちは楽しそうに泳いでいた．出所するの

はだれが決めるのか、と少女に問いたら，先生とケー

スワーカーだと答えた．教護成績がよいと、3か月に

1回くらいの割合で週末を自宅で過させるという．そ

の際，往きはケースワーカーが送って行き．帰りは親

が送ってくることになっている．

　一つのカテージだけは，鉄格子の窓で固められ、入

nに鍵がかかっている．このカテージは，新入りの少
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女が反省

期間を過

すところ

だといっ．

そのカテ

ー ジ以外

は，まっ

たく開放

的で，明

るいキャ

ンパスで

あった．

だが見学後パスに乗るため丘に上がってくると、その

丘にはきわめて広範囲に、万里の長城のごとく，谷底の

教護院を囲んで金網の塀が張りめぐらされ、警備員が

谷底を見Fしているのが見えた．

　3．中途の家

　私が紹介したいのはこの「中途の家」dl　Half・Way

Heme）いわゆるグループホームである．文字通りi　［ll

途の家」で，まさに教護院と家庭との中間の家である．

　非行化した少女は教護院で教育され，教護の成果が

確認されると、各自の家庭に帰すことになるのである

が．硯がいないとか，もしくは親元に帰すことが少女

のために適切でないような場合に，その娘たちを送る

のが「中途の家」である．

　このグループホームA家の主人は会社貝であり，夫

人がホームのDirectorである．8人の少女がこのA夫

妻のもとに預けられている．そう広い家ではなく，食

堂と居間、そして娘たちの寝室で，寝室には一二段べ7

ドが各室に置かれていた．グループホームには，ケー

スワーカーと書記，調理人が派遣されており，少女8人

が社会人として巣立ちできるまでの世話をLている．

大体2か年の後、少女たちは就職して出ていくという．

　A夫人は温和なクリスチャンで，「私は24時間勤務で

す」と言ってほほえんでいた．ケースワーカーは8β、

の少女の指導，通学の手配　スカラシップの入手、学

校卒業後の就職の世話など、一切の仕事に責任をもっ

ている．したがって，学校訪問，勤務先への手配など，

教護院との連結のもとにつねに他出しており，少女た

ちが留守の日中はほとんど在宅しないという．

　このような「中途の家」がポンス市には4軒ある．

まさにボランティア精神と公的機関との協力によって

なされる，少女の健全育成を志向するチームワークで

ある．養護施設や教．護院を出た少年少女たちが，非行

化へあともどりする場合も少くないのであるが，この

ようなグループホームで温かい家庭のふんい気を知る

ことは，どんなにこの少女たちに幸せであろう．と思

わせるような「中途の家」であった．

　プエルトリコで行われた国際社会事業教育会議のプ

ログラムのひとこま，「施設見学」の報告である．
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ドクター・アドルフ・ローレンツの家

一身体障害児施設一
〔DR．　ADORF　LORENZ　HEIM　DER　STADT　WIEN｝

こ　　　　　やま　　　　かt　　　　　ひろ

小　　山　　一　　宏

日本総合愛育研究所研究員

　ウィーンの北部，Mauer　Hauptplatzの公園の一隅

にDr．　Adorf　Lorenz　Heim　der　Stadt　Wien（ウィー

ン市立ドクター・アドルフ・ローレンツの家．所在地

Wien　23，　Mauer，　Kanitzg．8）がある．

　オーストリアにおける代表的な児童のための社会福

祉施設の紹介を同国厚生省に依頼したところ，担当の

Dr．　Ungerは．3つの施設を紹介してくれたカ㌔その

なかのひとつにこの施設が含まれていた．

　Dr．　Aderf　Lorenz　Heimは，オーストリアで最も

施設設備が整い，指導上の機能も優れているのではな

いかと思われる．ここに用意されている部厚い来訪者

名簿を見ても，世界各国からさまざまな人が訪れて見

学している．過去に訪れた日本人の名も数人記入され

ていた．

　この施設は1946年に，ウィーン市によって設立され

た身体障害児のための収容施設である．しかし，この

施設には、国の管理からなる学校が同時に設立されて

いて、同一・建物が，施設部門と学校部門との2つの機

能に分れている．子どもたちは，収容施設であるDr、

Adorf　Lorenz　Heimから，同一建物内にある学校に

通うことができる．そのために，双方の連携をスムー

ズにする必要から，施設長と学校長とを，Franz　Dan・

zinger氏か兼任しているとのことである．ゆえに、こ

の施設・建物全体は，国の運営管理による学校と．ウ

d一ン市の運営管理による身体障害児施設との，共同

形式を採っている．施設に関しては、完全にウィーン

市の運営であり，財政的には何ら問題はないとのこと

である．

　Dr．　Adorf　Lorenz　Heimには，施設長であるFranz

Danzinger氏のもとに，整形外科医，小児科医、歯科

医，泌尿器科医各1人ずつ，他に医学実習生5人，巡

回してくる心理学者1人（非常勤，3つの施設を1人

で担当している），1人のHeim　Mutter（収容されて

いる子どもたちの母親役となり、さまざまな相談に当

り，全体を統率指導する人）．9人の指導員，15人の世

話係，8人の補助係兼トレーナー，3人の機能訓練士，

事務員その他15人の職買がおり．6歳から15歳までの

96人の身体障害児が収容されている（1975年10月現在）．

　ここには，先天的に．または病気や事故などによる身

体障害のある児童が，親の希望によリウィーン市の

Kindertibernahmsstelle（児童措置課）を通じて収容

される．子どもたちは，年齢と障害の程度により．12

人ずつのグループに編成され，それぞれのグループに

1人の専任指導員が付いている．

　この施設で特筆すべきことは，施設と学校との併設

という運営機能上の問題とともに，子どもたちの機能
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訓練のためのさまざまな器機設備が充実していること，

また，施設全体が身体障害児のための機能訓練が可能

なように配慮されていることである．

　たとえば、廊下には歩行訓練のための数段階の長さ

と幅の格］㌘状の撲様が描か7Lており．さらに天井には

キャリヤーが設備されている．それには．皮のベルト

がつるされ，歩行困難児のからだを支えるための器具

がセ・ソトされている．歩行困難な予どもは，その器具

でからだを支えられ，廊下の模様の上を段階的に歩い

て歩行訓練ができるのである．

　また，庭には，f’・どもたちがどのような状態の場所

でも歩けるように訓練するために，さまざまな道路が

整えられている．アスファルト道路，砂利道，砂道、

土道や，階段，芝生など，日常生活のなかで出合うさ

はいることができ．

ているので，プーtレサイドにめるコントローラーを操

作し，水中を自分の意思で移重りすることができるよう

にな．ラている．

　このほか、各種の機能測定器や機能訓練室が設備さ

れており，設備とスタッフと子どもの収容人数の割合

をみると，この施設はたいへん恵まれているように思

われた．私が訪問したときも，各室には数入の子ども

に対して，1人，または2～3人の指導貝がついて，

機能の訓練に励んでいた．

　r一どもたちは以一ヒのような設備のなかで，ひとりひ

とりの状態にあった訓練を受けることができると同時

に，同一建物内にある学校に通って普通の学校教育を

受けるのである．

　まざまな道や場所が，庭のあち

　こちに設けられていて，子・ども

たちが，いわゆる訓練時間にで

はなく，自由時間に庭に出て活

動することによって，自然に訓

練されるようになっている．

　屋内にある身障児用に設計さ

れたプールにも，単にスロープ

　と手すりが付いているだけでは

　なく，天井からからだを支える

ための器具がつるされており，

　自分の力で立つことも，また歩

　くことも困難な∫・どもでも，そ

　の器具に支えられて，フールに

さらに，　友月・にキ・r・リヤーがf寸い
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イラン国立児童保護協会
付属精薄児施設
艦鵠謬結。呈R8鍔』オ狸鶴品）

二　　　　　　UやL　　　　　　よし　　　　　　ぶノ」

小　　林　　芳　　文
国立特殊教育総合研究所研究員

　イランは広大な国である．1乏い歴史をもつこの国が、

近年世界で新たに注F1を浴びる，妙湯になったのは．　fi

油産出国として著しい経済成長を遂げているからであ

る．この国土は、不毛の山岳地帯，砂漠地帯，そして

森林地帯が．ほぽ3分の1ずつで成立っているが，北

のカスピ海、南のペルシャ湾にはさまれたイラン平原

が文化の中心地である．とりわけ主都のテヘラン（Te・

heran｝は，碁盤の目のごとく区画され、高層ピルと水

路を巧みに工夫し、さらにそこに街路樹を配置した剖1

市造りは，砂漠の街とは思われない美しい景観をたた

えている．

　このようなイランの福祉施設の一・面を，イラン国・ttl

児童保護協会（NOPC）と、その付属精薄児施設を通じ

て紹介するとしよう．

　1．NOPCについて

　イラン国立児童保護協会（NOPC）は，テヘラン市

より13動車でおよそ1時間半程の距離に位｛置した静か

な場所，コーダキアールのアピン通り〔Avin・Ave．，

Koudakiar，　Teheran）にある．モダンな，白い美しい

建物と緑の芝生が，荒涼とした殺風景な周囲の荒地の

なかに際．立って目立つ．このNOPCは，現在、ログマ

ン・アダーム博士fDr．　A．　Loghman　Adham）を理事長

として，イランにおける心身障害児を保護育成するた

めの代表的な組織の役割を果しており，他の付属の障

害児施設やコミュニティーへの情報センター的立場に

ある．

　1952年に文部省の援助のもとに慈善団体として設立

されるまで．この種の組織はこの国には皆無の状態で

あった．その後，1958年にThe　Social　Rehabilitation

and　Training　Centre，　1963年にThe　Reza　Pahlavi

School　for　the　Blinds，1966年にThe　Society　for　the

Protection　ef　Unprotected　Children，1967年にAsse・

ciation　for　the　Gllidance　and　Support　of　Retarded

Childrenなど，障害児（者）のための，他の．主な慈善

団体が設立され、このNOPCとともに、この国の社会

福祉・児童福祉活動は，著しいスピードで展開された

のであった．

　現在は．このNOPCに限らず，他の協会も優れた建

物と，豊かな財政を抱えて機能しているが、発展途．L

国に共通していると思われるのがマンパワーの問題で

ある．専門家の質的・量的不ldをいかに充足するか．

障害児の養護・訓練を科学的に進めるにはどうすれば

よいかが，今後の課題である．

　2．NOPC付属精薄児施設

　コーダキアールのNOPC本部の組識は．情報部，医

務部，肴護部，教育部，事務部に分れ，7ル・メンパ
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荒地のなかの緑に囲まれた美しい建物，研究施設と病院が併ぽされている

一約300人のスタ．．／フによって構成されている．施設

には2歳一16歳の精薄児が約250人が収容されている．

ここの子どもたちの障害の程度は，軽度から痕度まで

さまざまで，精神発達遅滞に伴って他の何らかの障害、

身体的’機能的な障害をもつ．屯複障害児もある．しか

も，子どもたちの半数以上に父母かないのも，ここの

特徴のひとつである．

　親のある．J’一どもたちについては，必ず週1回の親と

の接触の機会が義務づけられている．親と1’一どもは，

同じ敷地内に設けられた母一r・休憩室で、ゆっくリ家庭

のふんい気が保てるように配慮されている．

　3．養育のためのチームプレー

　重度・重複障害児に対しては．医務部，看護部スタ

・フの関与は必然的に多くなるが，それは，主に日常

の健康管理が中心である．1日の生活時間のなかで，

ます午前は看護婦による健康観察から始

り．異常かあったり，医学的チヱ・ノクが

さらに必要となった場合には，医師が協

力する．午後はti三に教育部のメンバーに

より，日光浴や室内遊びが組まれている．

しかし，かれらのほとんどが自動運動が

貧しいために、自動運動誘発のための種

種の室内遊具が工夫されている．これら

は欧州先進国の諸施設を参．考にした教具・

器具を利用している，

　軽度障害児に対しては，医療・理療・

看護・教育面で，協力的な組織ができて

いる．このなかの惇門家には，ig］内の養成がまだ不十

分なために，欧州・米国などでトレーニングを積んだ

メンバーが加わっている．とくに作業療法上による職

業教育には見るべきものがある．

　ここでみたNOPC精薄児施設はイランにおける最も

完備したものといわれている．障害児（．杓に対する国

民の世論や政府の積極的な姿勢は，1974年5月に政府

内に新たに社会福祉省〔Ministry　of　Secial　Welfarell

か設立されたのをみてもわかる．今後5年問で欧米の

障害児処遇の福祉レベルに達すると，NOPC．PR部の

ア7ラキ氏〔Mr．　A正lakUが述べていたが、それはオイ

ル・ダラーによる国の豊かさからくる自信なのか……．

参考文献

Iran　Almanac、1975．　Echo　of　lran．
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アメリカ・カリフォルニア州の

公立保育所と私立デースクーrル
ーサンフランシスコとロサンゼルスで一

え
枝

凱
慶　

抵

め

1
1
駆

▲
’

！
稚
　
幼

各
鋼
　

巨

・

長

コ

　公立保育所チルドレンズセンター

　青い海と空に映える金門橋．一年中好天気に恵まれ，

雨のほとんど降らないサンフランシスコ．ユーモラス

なケーブルカーの走るダウンタウンからパスで40分ほ

どの郊外に，公立の中学校に隣接した．小規模な公立

の保育所Children’s　Centerがある．40坪ほどの細長

い平屋建の保育所である．室内は、中央にある小さな

湯沸し場によって，何となく2つに区切られている．

0歳から就学前までの児童30人ほどが在籍していると

のことだが、訪問時期が夏休みであったため、全体で

10人くらいの子ども〔2歳～5歳｝しか見当らなかっ

た．保育時間は午前9時から午後6時くらいまでで，

また職員は園長と保母4人、男f・va員1人ということ

である。若い男子職員は保母と同ヒ仕事をするとのこ

とだが．実際は雑用引受け手といったところらしい．

　「デーケアの対象となる多くの家族が，少数人種，貧

困，低所得，不安定な職業，低い教育水準．言葉がス

ペイン語，インディアン語，その他の外国語など多岐

にわたっている」r小関康之：アメリカの就学前児童の

ためのデーケア・プロジェクト．本誌創刊号．8ペー

　一千つレドレンズーセンターで

ジ，昭和51年）と述べられているように，対象児童は

半数以上が黒人，そのほかプエルトリカン．スベィン

系インデ〈アン、中国人など，アメリカ社会の複雑さ

を物語るものであった．異る文化を背負う個々の｝ど

もたちのニードを適確につかみ，グループのなかで自

由に自己実現ができるように，豊かな環境を整える保

母の苦労がしのばれる．

　経済的貧困が概してr・どもたちの生活体験の貧しさ

につながってしまうことを恐れてか、室内には様々の

コーナーが並んでいた．劇遊びに輿味をもつ子どもた

ちへのドラマ・コーナー，小さな虫に興味を示す子ど

もたちへのサイエンス・コーナー，その他，人形遊び・

リズム遊びコーナーなどがそれである．ここには施設

の大きさや、体系的立派さはないが，困難な社会の現

状に対して．つねにそれを乗越えようとする積極的姿

勢と，温かさが感じられた．それは，何年か前，アメ

リカの他の場所で実習参加したヘッド・スタート・プ

ログラムの子どもたちと職貝のムードに、相似通った
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ものでもあった．

　給食の時問が見られなくて残念であったが、ちょう

どおやっの時間だったので，保母が「天ぷら」のデモ

ンストレーションをして見せてくれた．「何をつくる

の？」と興味で一杯の子どもたちに，．・つ一・つ実際に

自分たちの手でさせているのを，興味深く見ることが

できた．危険を考慮してか，電気鍋に油をほんの少し

しか入れないので．「野菜ころもつき油焼き」とでも

言ったらいいようなものができ上がってしまった．そ

れでも，’r・どもたちが幸せそうな顔をして食べたり，

好きな野菜を選んで，ころもを自分でつけている姿が

楽しげであった．

　近年アメリカにおけるデーケアの考え方は．単に対

象児の保育にのみ1ヒまらず．その家庭および家庭を取

巻く地域社会をも包含する理念に基いて発展を続けて

いるが，この保育園でも．いわゆる鍵っ子の小学生を

下校後たびたび預るのだという．地域ぐるみの、大き

な見地からの協力がなければ，この子どもたちの健全

な成長は望み得ないであろう．

　私立モンテッソリー・デースクール

　さて，スモッグのたちこめたロサンゼルスでは，前

記の保育所とは逆に，高級住宅街の一角にある，裕福

な家庭の子どもたちが通っているモンテッソリー・デ

ー スクール　（Montessori　Day　School）を見学した．

ふくよかで母性的な感ヒの年輩の園長先生は．自分の

教育信念を貫くために，月額1，000ドルでこの建物を借

りているといり．なみなみならぬファイトに心を打た

ぷ9

モンテ・ソリー’テ’一スクーJLで

’3

れながらドアをあけると、正面に，手で触ってみて知

る．立体的なアメリカ地図が掛けてあり．その他3室

もすべて，環境を体験することから学ぷという．モン

テッソリーの考え方に沿った教材が，何種類か置かれ

ている．

　夏休みのため，．f・どもは8人くらいしか見当らなか

ったが，平常は25人くらいはいるそうである．保育料

は1人月額125ドル、そのなかから建物借用料，給料，

教材費などを払うという．教師の資格証明書入り額を

見せてくれたが，もちろん勉強した人でなけれtx子

どもの成長を助けることはできないであろう．

　恵まれた，この白人の子どもたちは、自由に好きな

教材に熱中し，学び、遊んでいる．ある子どもは数遊

びを、ある子どもは文字遊びを，またある子どもは裏

庭の，お気に入りの小さな木のおうちで遊んでいる．

保育者は子どもたちを静かに見守りながら、かれらの

ニードをつかみ，かれらの遊びが次の段階に発展する

ときの備えをしているようであった、

31




